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案
件

▽
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
選
任
に
つ
い
て
＝
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の

浅あ
さ
み見
哲て
つ
お雄
さ
ん
（
尾
曳
町
）
の

任
期
が
、
令
和
４
年
１
月
25
日

を
も
っ
て
満
了
と
な
る
が
、
引

き
続
き
選
任
し
た
い
と
し
て
、

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、
議

会
に
対
し
同
意
を
求
め
ら
れ
た

も
の
で
、
全
員
一
致
で
同
意
さ

れ
ま
し
た
。

条
例
の
制
定

▽
館
林
市
職
員
の
高
齢
者
部
分

休
業
に
関
す
る
条
例
＝
高
齢
職

員
の
身
体
的
事
情
、
家
庭
の
事

情
等
へ
の
対
応
や
、
地
域
活
動

へ
の
従
事
に
よ
る
地
域
貢
献
な

ど
に
対
し
、
仕
事
と
生
活
の
両

立
を
支
援
す
る
た
め
、
地
方
公

務
員
法
第
26
条
の
３
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
務
の
運
営
に
支
障

が
な
い
と
認
め
る
と
き
に
は
、

勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
、

勤
務
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
休

業
制
度
の
手
続
規
定
等
を
整
備

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全
員

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
職
員
の
配
偶
者
同
行

休
業
に
関
す
る
条
例
＝
職
員
の

配
偶
者
が
外
国
で
勤
務
等
を
す

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
配
偶
者
と
生
活
を
共
に
す

る
こ
と
を
希
望
す
る
有
為
な
職

員
の
継
続
的
な
勤
務
を
促
進
す

る
た
め
、
地
方
公
務
員
法
第
26

条
の
６
の
規
定
に
基
づ
き
、
職

員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
し
つ

つ
、
勤
務
に
従
事
し
な
い
こ
と

を
認
め
る
休
業
制
度
の
手
続
規

定
等
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

等
が
電
磁
的
記
録
に
よ
る
方
法

に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保

護
者
の
承
諾
を
条
件
に
、
当
該

書
面
等
の
交
付
又
は
提
出
に
代

え
て
、
記
載
事
項
を
電
磁
的
方

法
（
例
え
ば
、
Ｃ
Ｄ
ロ
ム
等
に

記
録
す
る
方
法
）
に
よ
り
提
供

で
き
る
よ
う
に
す
る
ほ
か
、
書

面
等
に
よ
る
同
意
の
取
得
に
つ

い
て
、
書
面
等
の
交
付
又
は
提

出
に
関
す
る
改
正
規
定
を
準
用

し
、
同
じ
く
電
磁
的
方
法
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全
員

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

本
会
議
の
あ
ら
ま
し

本
会
議
の
あ
ら
ま
し

　

令
和
３
年
館
林
市
議
会
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
３
日
か
ら

16
日
ま
で
の
14
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
定
例
会
に
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
等
は
13
件
で
、

審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
同
意
、
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
他
、
議
員
提
出
議
案
１
件
、
請
願
１
件
の
審
議
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

業
務
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と

か
ら
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等

に
お
け
る
記
録
の
作
成
、
保
存

等
に
つ
い
て
、
書
面
に
代
え
て

電
磁
的
記
録
に
よ
る
方
法
を
認

め
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
健

康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
が
令
和
４
年
１

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
産
科
医
療
補
償
制
度

が
見
直
さ
れ
、
産
科
医
療
機
関

の
当
該
制
度
に
係
る
掛
金
は
１

万
６
０
０
０
円
か
ら
１
万
２
０

０
０
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
国
の
社
会
保
障

審
議
会
医
療
保
険
部
会
の
審
議

に
お
い
て
、
少
子
化
対
策
と
し

て
の
重
要
性
に
鑑
み
、
出
産
育

児
一
時
金
等
の
支
給
総
額
に
つ

い
て
は
、
42
万
円
を
維
持
す
べ

き
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
を

現
行
の
40
万
４
０
０
０
円
か
ら

40
万
８
０
０
０
円
に
引
き
上
げ

る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
＝
「
家
庭
的
保
育

事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
」
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の

条
例
の
改
正

▽
館
林
市
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業

の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
＝
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並

び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基

準
」
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
特

定
教
育
・
保
育
施
設
等
に
よ
る

記
録
の
作
成
、
保
存
等
に
つ
い

て
、
書
面
等
に
代
え
て
電
磁
的

記
録
に
よ
る
方
法
を
認
め
る
た

め
、
ま
た
、
書
面
等
の
交
付
又

は
提
出
に
つ
い
て
、
当
該
書
面


